
まちづくり審議会規則 
平成 11 年９月 10 日規則第 76 号  

（改正 平成 22年 11 月 30 日規則第 50号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、まちづくり審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関して必要

な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) まちづくり基本条例（平成 11 年兵庫県条例第 29 号）第 10 条第２項の規定によるまちづく

り基本方針の決定又は変更に関すること。 

(2) 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第８条第４項の規定

による県の意見に関すること。 

(3) 法第９条第１項の規定による必要な措置をとるべきことの勧告に関すること。 

(4) 法第９条第７項の規定による勧告に従わなかった旨の公表に関すること。 

(5) 大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例（平成 17 年兵庫県条例第 40 号。

以下「条例」という。）第４条第２項又は第６条第１項の規定による知事意見書若しくは知事

再意見書の作成又は意見を有しない旨の通知に関すること。 

(6) 条例第 10 条第１項の規定による必要な措置を講ずべきことの勧告（同項第３号に該当する

場合に限る。）に関すること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりの推進に関する重要事項に関すること。 

２ 審議会は、まちづくりの推進に関する事項について、知事に建議することができる。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 17 人以内で組織する。 

２ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができ

る。 

（委員及び専門委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 県議会の議員 

(3) 市町の長 

２ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、その任を解くものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に、会長１人及び副会長２人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
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４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長

の指定する順位により、その職務を代理する。 

５ 会長及び副会長にともに事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらか

じめ会長の指名する委員が、会長の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。 

（部会） 

第７条 審議会に、その所掌事務を分掌させるために、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に、部会長を置く。 

４ 部会長は、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。 

５ 部会長の職務及び部会の会議については、第５条第３項及び前条の規定を準用する。 

６ 審議会は、部会の議決をもって、審議会の議決とすることができる。 

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 11 年９月 17 日から施行する。 

（招集の特例） 

２ この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会は、第６条第１項の規定にかかわらず、知事が

招集する。 

   附 則（平成 22年 11 月 30 日規則第 50号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 22 年 12 月３日から施行する。 

 （大規模小売店舗等立地審議会規則の廃止） 

２ 大規模小売店舗等立地審議会規則（平成 12年兵庫県規則第 97 号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日においてまちづくり政策審議会の委員

である者の任期は、改正前のまちづくり政策審議会規則第４条第２項の規定にかかわらず、その

日に満了する。 

（招集の特例） 

４ 施行日以後最初に開かれるまちづくり審議会は、改正後のまちづくり審議会規則第６条第１項

の規定にかかわらず、知事が招集する。 



まちづくり審議会運営規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、まちづくり審議会規則（平成 11 年兵庫県規則第 76 号。以下「規則」という。）

第８条の規定により、まちづくり審議会（以下「審議会」という。）の運営に必要な事項を定めるも

のとする。 

（会議の招集） 

第２条 会長は、会議を招集しようとするときは、その開会の一週間前までに開催の日時及び場所を    

委員に通知するものとする。ただし、特別の理由のある場合は、この限りでない。 

（委員及び専門委員以外の出席） 

第３条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べ、又は説

明させることができる。 

（文書による意見の開陳等） 

第４条 委員は、会議に出席できない場合であっても、会長の承認を受けたときは、会議において、

文書により、その意見を開陳し、又は議決に加わることができる。 

２ 委員のうち市町の長を代表する者については、会議に出席できない場合であっても、会長の承認    

を受けたときは、会議において、代理者の出席により、その意見を開陳し、又は議決に加わること

ができる。 

３ 前２項の規定により、会議においてその意見を開陳し、又は議決に加わる場合には、当該委員の    

出席があったものとみなす。 

４ 委員、前条の規定により会議に出席する委員以外の者及び第２項の規定により会議に出席する代

理者は、会長の承認を受けたときは、オンライン会議システム（映像と音声の送受信により相手の

状態を相互に認識しながら通話することができるシステムをいう。）を利用して会議に出席すること

ができる。 

（会議の公開） 

第５条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であ

って、会議を公開しない旨の議決をしたときは、この限りでない。 

(1) 情報公開条例（平成 12 年兵庫県条例第６号）第６条各号に認められる情報を含む事項を審議す

る場合 

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合 

２  会議の公開に関して必要な事項は、別に定める。 

（議事録） 

第６条 会長は、次の事項を記載した審議会の議事録を調製するものとする。 

(1) 開催の日時及び場所 

(2) 出席した委員の氏名 

(3) 案件の内容 

(4) 審議の概要 



２ 議事録は、公開するものとする。ただし、次に掲げる事項は非公開とすることができる。 

(1) 発言した委員の氏名 

(2) 前号に掲げる者の氏名が識別され得ると認められる事項 

(3) 審議会の設置の目的に照らして、公開することにより公正又は円滑な議事運営が損なわれると

会長が認める事項 

（事務局） 

第７条 審議会の事務局は、まちづくり部都市政策課に置く。 

（大規模小売店舗等立地部会） 

第８条 審議会は、大規模小売店舗立地法及び大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する

条例の事項を調査審議させるため、大規模小売店舗等立地部会（以下「部会」という。）を置くもの

とする。 

２ 部会の所掌事務は、規則第２条第１項第２号から第６号までに掲げる事項に関する調査審議とし、

これらに係る部会の議決については、規則第７条第６項の規定により審議会の議決とするものとす

る。 

３ 部会の部会長及び委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。 

４ 部会長は、その部会において調査審議した結果を審議会に報告するものとする。 

５ 部会の招集等については、第２条から第６条までの規定を準用し、「審議会」とあるものは「部会」、

「会長」とあるものは「部会長」と読み替えるものとする。 

６ 本条に定めるもののほか、部会の運営に関して必要な事項は、部会が定める。 

（補則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、平成 22 年 12 月 20 日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、平成 30 年８月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、令和３年 12 月 14 日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この規定は、令和４年４月１日から施行する。 




